
№ 事業名 事業概要 所管局

ア．審議会における男女平等参画の促進
19 審議会等への女性委員の
任用促進

・任用計画を策定して、審議会等における女性委員の任用を
促進する。

・ ・ 各局

・任用計画目標値35％以上 ・

イ．地域・団体における男女平等参画の促進

20 ・男女平等参画リーダー講座

・公開講座
男女共同参画社会基本法の公布、施行日にちなんで記念行
事を実施する。

21 民間活動事業への助成 生活文化局

平成18年度　計画

１．あらゆる分野への参画の促進

 (２) 社会・地域活動への参画促進

平成１８年度（基準日平成１９年４月１日）任用計
画目標値３５%以上。

男女平等参画講座の実施 平成１７年度 事業終了 生活文化局

企業、学校等において、男女平等参画を推進する立場にあ
る担当者及び教員等に、必要な知識と技能を付与する。

１７年度事業終了

１回

団体やグループ等が行う男女平等参画推進に寄与すると認め
られる事業に対して活動経費の一部を助成する。

平成１７年度 事業終了

１回(18年6月実施・参加者114名）
テーマ：男性の子育て最前線！、男女の仕事と家庭
生活の調和をめざして

１７年度事業終了

平成１７年度（基準日平成１８年４月１日）任用計
画目標値３５%以上。

平成１７年度任用実績：21.4%

平成18年度　実績

3 1.あらゆる分野への参画の促進


